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円
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山
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勤
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び

口
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勤
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医
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一
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次
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医
師
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修
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同
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医
療
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医
師
及
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歯
科
医
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機
関

機
関
等
」
と
い
う
」
に
、
「
へ

修
学
資
金
」
に
改
め
る
。

則

医
師
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一

山
口
県
知

師
修
学
資
金
貸
付
規
則
の
一
部
を
改
正、

「
無
利
息
で
」
を
削
る
。

の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

和
六
十
年
山
口
県
規
則
第
三
十

そ
の
他
の
」
に
、
「
を
い
う
。

き
地
勤
務
医
師
及
び
歯
科
医
師

部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に

事
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井

関

成

す
る
規
則
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医
務
保
険
課
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規
定
す
る
医
師
等
と
し
て
そ

い
て
医
師
等
と
し
て
そ
の
業

関
等
に
お
い
て
医
師
等
と
し

四
号
ま
で
を
削
り
、
第
五
号
を

三

条
例
第
八
条
第
四
号
に

公
的
医
療
機
関
等
に
お
い

事
し
て
い
る
期
間

第
十
条
第
二
項
中
「
修
学
資

五
号
」
を
「
同
項
第
二
号
」
に

第
十
一
条
第
一
項
を
次
の
よ

条
例
第
八
条
第
一
号
及
び

端
数
が
あ
る
と
き
は
、
こ

と
き
（
条
例
第
八
条
第
二

六

前
各
号
に
掲
げ
る
場
合

第
九
条
に
次
の
一
項
を
加
え

２

前
項
の
利
息
の
額
は
、
毎

修
学
資
金
を
返
還
す
べ
き
日

し
た
金
額
の
合
計
額
と
す
る

第
十
条
第
一
項
中
「
返
還
」

ず
、
又
は
こ
れ
を
修
了
す

第
九
条
第
四
号
中
「
へ
き
地

号
」
を
「
第
八
条
第
二
号
」
に

五

大
学
を
卒
業
し
た
日
か

修
了
し
た
場
合
に
お
い
て

資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た

公
的
医
療
機
関
等
に
お
い

資
金
の
貸
付
け
を
受
け
た

第
九
条
中
「
修
学
資
金
」
の

に
」
に
、
「
返
還
」
を
「
修
学

下
に
「
、
貸
付
け
を
受
け
た
修

に
改
め
る
。

三

免
許
を
取
得
し
た
後
、

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
臨

六
条
の
二
第
一
項
の
規
定

の
業
務
に
従
事
し
た
期
間
の
計
算

務
に
従
事
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日

て
そ
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
と

第
二
号
と
し
、
同
項
に
次
の
一
号

規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
由
が

て
医
師
等
と
し
て
そ
の
業
務
に
従

金
の
返
還
」
の
下
に
「
及
び
そ
の

改
め
る
。

う
に
改
め
る
。

第
四
号
並
び
に
こ
の
規
則
第
九
条

れ
を
切
り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。

号
に
該
当
す
る
と
き
を
除
く
。
）

の
ほ
か
、
貸
付
け
の
条
件
に
違
反

る
。

月
の
修
学
資
金
の
額
に
そ
の
月
の

ま
で
の
期
間
の
日
数
に
応
じ
年
十

。の
下
に
「
及
び
そ
の
利
息
の
支
払

る
こ
と
が
で
き
な
か
つ
た
と
き
。

医
療
機
関
」
を
「
公
的
医
療
機
関

改
め
、
同
条
第
五
号
及
び
第
六
号

ら
一
年
以
内
に
免
許
を
取
得
し
、

、
そ
の
修
了
し
た
日
の
属
す
る
月

期
間
の
二
倍
に
相
当
す
る
期
間
を

て
医
師
等
と
し
て
そ
の
業
務
に
従

期
間
の
二
分
の
三
に
相
当
す
る
期

下
に
「
の
貸
付
け
を
受
け
た
者
」

資
金
の
返
還
及
び
そ
の
利
息
の
支

学
資
金
の
額
に
利
息
を
付
し
て
」

直
ち
に
医
師
法
（
昭
和
二
十
三
年

床
研
修
又
は
歯
科
医
師
法
（
昭
和

に
よ
る
臨
床
研
修
（
以
下
「
臨
床

一

は
、
県
内
の
公
的
医
療
機
関
等
に

の
属
す
る
月
の
翌
月
（
公
的
医
療

な
つ
た
日
が
月
の
十
五
日
以
前
で

を
加
え
る
。

消
滅
し
た
後
、
引
き
続
い
て
県
内

事
し
て
い
る
と
き

そ
の
業
務
に

利
息
の
支
払
」
を
加
え
、
「
同
項

第
一
項
第
五
号
及
び
次
条
第
三
項

）
に
達
す
る
見
込
み
が
な
く
な
つ

。し
た
と
き
。

修
学
資
金
の
交
付
の
日
の
翌
日
か

パ
ー
セ
ン
ト
の
割
合
を
乗
じ
て
計

」
を
加
え
、
同
項
中
第
二
号
か
ら

等
」
に
、
「
第
八
条
第
一
項
第

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

直
ち
に
臨
床
研
修
を
行
い
、
こ
れ

の
翌
月
の
初
日
か
ら
起
算
し
て
修

経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
、
県
内

事
し
た
期
間
が
、
通
算
し
て
、
修

間
（
そ
の
期
間
に
一
年
に
満
た
な

を
加
え
、
「
一
に
」
を
「
い
ず
れ

払
」
に
改
め
、
「
期
間
内
）
に
」

を
加
え
、
同
条
第
三
号
を
次
の
よ

法
律
第
二
百
一
号
）
第
十
六
条
の

二
十
三
年
法
律
第
二
百
二
号
）
第

研
修
」
と
総
称
す
る
。
）
を
行

お機あ の従第に たら算第 二を学の学い かのう二十わ

規

則
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親科
歯

「削
る別

山 口

「申「申

県 報

め
、第第

る
。第

そ
の別

（号 外 ）

る従事期第
及
び第

え
、

則
規

」
を
「

者
権

歯
び

及
師

医
県

口
山

氏
）

人
見

後
年

成
未

所
住

名

付
貸

金
資

学
修

師
医

話
電則

規

」
を

業
職

。記
第
二
号
様
式
中
「殿

」
を
「

氏

所
住

者
請

様

名

住
者

請

号
番

便
郵

局
話

電

氏

所名号
番

便
郵

話
電

「
返
還
」
の
下
に
「
及
び
そ
の
利

十
三
条
中
「
額
」
の
下
に
「
（
利

十
五
条
第
一
項
第
四
号
及
び
第
六

十
六
条
中
「
へ
き
地
医
療
機
関
」

利
息
の
支
払
」
を
加
え
る
。

記
第
一
号
様
式
中
「

◯へ
第

と
き
は
、
そ
の
日
の
属
す
る
月
）

事
し
な
く
な
つ
た
日
の
属
す
る
月

し
な
く
な
つ
た
日
が
月
の
十
五
日

間
の
月
数
に
よ
る
。

十
一
条
第
二
項
中
「
第
八
条
第
一

第
四
号
並
び
に
こ
の
規
則
第
九
条

十
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
中

同
条
第
三
項
中
「
第
八
条
第
三
項

規
付

貸
金

資
学

修
師

医
科

則

」

）
番

局

」

「

医
科

歯
び

及
師

医
県

口
山

学
修

師

続

」
に
、
「

医
務

勤
地

き
へ

県
口

山

）
番

」
を

）
番

局

に
、
「山

息
の
支
払
」
を
加
え
る
。

息
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
」

号
中
「
へ
き
地
医
療
機
関
」
を

を
「
公
的
医
療
機
関
等
」
に
改

号

」
を
「

号
第

」
に

か
ら
公
的
医
療
機
関
等
に
お
い

（
公
的
医
療
機
関
等
に
お
い
て

以
前
で
あ
る
と
き
は
、
そ
の
日

項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号

第
一
項
第
五
号
及
び
」
に
改
め

「
修
学
資
金
の
返
還
」
の
下
に
「

第
一
号
、
第
三
号
及
び
第
四
号

に
改
め
る
。

則
規

付
貸

金
資

」
に
改
め
、

柄

資
学
修

師
医

科
歯

び
及

師

師
医

務
勤

地
き

へ
県

口

金 び
及

を
加
え
る
。

「
公
的
医
療
機
関
等
」
に
改
め

め
、
「
返
還
」
の
下
に
「
及
び

、
「殿

」
を
「様

」
に
、

て
医
師
等
と
し
て
そ
の
業
務
に

医
師
等
と
し
て
そ
の
業
務
に
従

の
属
す
る
月
の
前
月
）
ま
で
の

並
び
に
」
を
「
第
八
条
第
一
号

る
。

及
び
そ
の
利
息
の
支
払
」
を
加

」
を
「
第
八
条
第
四
号
」
に
改

」
を

別
記
第
三
号
様
式
中
「

◯へ
号

第

」
を
「

号
第

」
に
、
「殿

」
を
「様

二

」
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に
、

「資
学

申

名
氏

所
住

者
請

号
番

便
郵

局
話

電

に
、
「

師
医

務
勤

地
き

へ
県

口
山

則
規

付
貸

金
資

学
修

師
医

」
に
、

所
住

人
証

保
帯

号
番

便
郵氏

名

び
及

年

」
を
削
る
。

記
第
五
号
様
式
中
「殿

」
を
「様

記
第
四
号
様
式
中
「

医
科

歯
び

及
師

氏 住
人

本

付
貸

金
資

学
修

師

に
、
「殿

」
を
「様

」
に
、

「連

「
番

便
郵

名
氏

所
住

者
請

申

名
氏

所
住

者
請

号

則
規

付
貸

金

局
話

電
」
を
「

師
医

県
口

山

話
電

）
番

」
に
、
「

務
債

の

」
を

金
資

学
修

師
医

科
歯

び
及

規
付

貸

「

◯ へ
号

第

」
を
「

第

年

生
日

月

」
に
改
め
、
同
様

」
に
、
「

名 所

名
氏

所
住

者
請

申

」
を
「

氏

所
住

者
受

借

号
番

便
郵

則
規

名

」
を
「

保
帯

歯
び

及
師

医
県

口
山氏

柄
続

業
職

所
住

人
証

名
」
を

）
番

」
に
、
「

科
歯

び
及

地
き

へ
県

口
山

規
付

貸
金

資
学

修
師

医

」
を

）
番

局
」

「

の
払
支

の
息

利
の

そ
び

及則

債

」
を
「

び
及
師

医
県

口
山

号

」
に
、

生
日

月

」

式
の
添
付
書
類
中
「

の
票
民

住

を

」
に
、
「

師
医

科

勤
地
き

へ
県

口
山

規
付

貸
金

資
学

修

を

師
医
科

歯
び

及
師

医
務

勤則

修

」
に
改
め
る
。

る
。別

記
第
七
号
様
式
を
次
の
よ

「

名
氏

所
住

者
請

申

全
の

務
債

の
払

支

局
話
電

部
一
部

」
に
、
「山

「

医
科
歯
び
及

師
医
県
口

山
修

師

「

◯ へ
第

名
氏氏

所
住

人
証
保
帯

連

話
電

名

氏

所
住

人
証
保
帯

連

話
電

名

号
番
便

郵

話
電

「る
。別

記
第
六
号
様
式
中
「殿

」

「

所
住

者
請

申

う
に
改
め
る
。

）
番

」
に
、
「

き
へ

県
口

返
の

部
一
部

全

学

科
歯

び
及

師
医

務
勤

地

則
規
付

貸
金

資

」
に
、

号

」
を
「

第

）
番

局

）
番

局

）
番

局

」
を

を
「様

」
に
、

三

」
を

」
に
改

還

」
を
「

医

の
息

利
の

そ
び

及
還
返

則
規

付
貸

金
資

学
修

師

」

号

」
に

」
に
改

め を、 め
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備
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金添

山 口

付 紙 収 理 保 変

県 報

連 変

（号 外 ）
７

第

八
年
八
月
四
日
印
刷

発

八
年
八
月
四
日
発
行

発

の
人

証
保

帯
連

の
後

更
変

大
の

紙
用

考
書

明
証

鑑
印

規
業
工

本
日

、
は

さ
き

県
口

山
る

係
に

者
の

記
上

口
山

て
い

つ
に

円

及
師

医

様
事

知
県

人
証

帯
連

の
前

更

類
書

付

欄
け
り

は
印

入

由 名
氏

保
帯

連
り

お
と

の
記

下

保

変
を

人
証

証
保
帯

名
氏

の
後

更
所

住

日
月

年
生

人

式
様

号
第

知
県

口
山

帯
連

）
係

関
条様

事

行
所

山

口

県

庁

行
人

山
口
県
知
事

格
。
る

す
と

４
列

貸
金

資
学

修
師

医
科

歯
び

帯
連

と
人

同
、

は

則
規

付

変
番

便
郵

負
を

務
債

て
し

氏
人

証
保

帯
連

住
の

後
更

者
受

借
番

便
郵

書
証

話
電

住
の

前
更

変
番

便
郵氏 住 氏

人
証

保
帯

連

承
、

で
の

い
た

し
更

話
電

記

よ
る

れ
さ

認

貸生
日

月
年

借
番

便
郵

願
更

変
人

証
保

氏 住
者

受

話
電

定
価
一
箇
月

金
二
千
七

資
学
修

く
づ

基
に

定
規

の号

日
月

年

。
す

ま
し

担

金

名 所 名 所 号名 所 号

）
番

局

す
ま

し
い

願
お

う

）
番

局

。

号
番
定

決
付

女
・

男
別

性

号
第

名 所 号

日
月

年

）
番

局

百
円
（
送
料
共
）

「

号
第

同
注
２
と
し
、
同
注
２
の
前
に

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か

別
記
第
九
号
様
式
中
「殿

」

「

氏

所
住

者
告

報

号
番
便

郵

名

則
規
付
貸
金

資
学

局
話
電

」
を
「

県
口
山

「

◯ へ
号

第 則
規
付
貸
金

資
学

局
話
電

」
を
「

県
口
山

「
別
記
第
八
号
様
式
中
「

◯へ
第

「

名
氏

所
住

者
出

届

局
話
電

「

氏

所
住

者
出

届

号
番
便

郵

名

次
の
よ
う
に
加
え
る
。

ら
施
行
す
る
。

を
「様

」
に
、

名
氏

話
電

）
番

」
に
、
「

科
歯

び
及
師

医

へ
県

口
山

）
番

貸
金

資
学
修

師
医 」

学
修

師
医
科

歯
び
及
師

医
貸

金
資

所
住

者
告

報

号

」
を
「

号
第

）
番

」
をに

、
「

へ
県

口
山

」」
に
改
め
、
同
様
式
の
注

）
番

局

」
を

科
歯

び
及

師
医

務
勤

地
き

則
規

付

修
師

医

」
に
、

を

則
規
付

」
に
、

」
を

」
に
改
め
る
。

」
に
、
「殿

」
を
「様

」
に
、

科
歯

び
及

師
医

務
勤

地
き

修
師

医

四

を


